
新旧対照表 

〇 道路交通法に係る審査基準                                        （赤文字及び下線部分は改正部分） 

改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－１２）

根 拠 条 項 ：第５９条第２項

処 分 の 概 要 ：牽引の許可

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第５９条第３項（自動車の牽引制限）

道路交通法施行規則第８条の５（牽引の許可証の様式等）

審 査 基 準 ：別紙のとおり

標 準 処 理 期 間 ：１０日（行政庁の休日は含まない ）。

指導・支援係申 請 先 ：交通部交通規制課

問 い 合 わ せ 先 ：交通部交通規制課 （０４３－２０１－０１１０）指導・支援係

備 考
 

別紙 （略） 

５－１３ （略） 

審 査 基 準

平成２３年２月２日作成

法 令 名 ： 道路交通法（５－１２）

根 拠 条 項 ： 第５９条第２項

処 分 の 概 要 ： 牽引の許可

原権者（委任先） ： 千葉県公安委員会

法令の定め ： 道路交通法第５９条第３項（自動車の牽引制限）

道路交通法施行規則第８条の５（牽引の許可証の様式等）

審 査 基 準 ： 別紙のとおり

標 準 処 理 期 間 ： １０日（行政庁の休日は含まない ）。

許可指導係申 請 先 ： 交通部交通規制課

問 い 合 わ せ 先 ： 交通部交通規制課 （０４３－２０１－０１１０）許可指導係

備 考
 

別紙 （略） 

５－１３ （略） 

 



改定案 現行 備考 

 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法（５－１４）

根 拠 条 項：第７５条の１２第１項

処 分 の 概 要：特定自動運行の許可

原権者（委任先）：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め：道路交通法第７５条の１２第２項及び第３項（特定自動運行の許

可 、第７５条の１３（特定自動運行の許可基準等 、第７５条の） ）

１４（欠格事由）

道路交通法施行規則第９条の２０第２項、第３項及び第４項（特

定自動運行の許可の申請書の様式等 、第９条の２１（特定自動運）

行の許可の申請書の添付書類等 、第９条の２２（意見聴取））

別紙のとおり審 査 基 準：

標 準 処 理 期 間：別紙のとおり

申 請 先：交通部交通総務課企画調査係

問 合 せ 先：交通部交通総務課企画調査係（０４３－２０１－０１１０）

備 考：

 

（新設）  



改定案 現行 備考 
別紙

審 査 基 準：
（ 「 」 。）特定自動運行の許可の申請を受理した千葉県公安委員会 以下 公安委員会 という

は、当該申請に係る特定自動運行計画が１から５に掲げる許可基準を満たし、当該特定自
（ 。 「 」 。）動運行を行おうとする者が道路交通法 昭和３５年法律第１０５号 以下 法 という

第７５条の１４各号に掲げる欠格事由に該当しない場合は、許可をしなければならない。

１ 「特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること」
特定自動運行用自動車が自動運行装置（当該自動運行装置を備えている自動車が法第

６２条に規定する整備不良車両に該当することとなったとき又は当該自動運行装置の使
用が当該自動運行装置に係る使用条件（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）

。 。） 、第４１条第２項に規定する条件をいう 以下同じ を満たさないこととなったときに
直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものであり、このこ
とについて道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）に適合しているも
のに限る ）を備えていることをいう。。

２ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自
動運行装置に係る使用条件を満たすものであること」

特定自動運行計画が、当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を常
に満たした状態で特定自動運行を行うこととしているものであることをいう。

３ 「第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から
第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びに
この法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が
実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること」

特定自動運行計画に従って整備される装置、人員、当該人員に対する教育訓練の要領
等によれば、特定自動運行業務従事者に対する教育や特定自動運行が終了した場合の措
置等、法の規定等により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなけ
ればならない措置を円滑かつ確実に実施することができると考えられることをいう。

４ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行（道路において当該特定自動運行
が終了した場合を含む ）が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められる。
ものであること」

特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行った場合や、同計画に従って特定自動運
行が終了した場合の措置を講じた場合に、他の交通に著しい支障（社会通念上許容し得
る程度のものにとどまる多少の支障は含まない ）を及ぼすおそれがないと考えられる。
ことをいう。

５ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするも
のであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるもので
あること」

特定自動運行により生じた交通の支障によって影響を受ける地域住民に対し、当該地
域における移動手段の確保等の住民の利便の向上や、医療、介護等の出張サービスの提
供等の住民の福祉の向上をもたらすような事情が認められることをいう。

標 準 処 理 期 間：
４５日
ただし、次のいずれかに掲げる場合は、当該期間に次のそれぞれに定める期間を加えた

期間とする。
(１) 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「府令」という ）第９。

条の２１第２項の規定に基づき、特定自動運行の許可の申請者に対し、審査に必要な
資料を提出すること及び特定自動運行計画に公安委員会が必要と認める事項を定める
ことを求める必要があるもの

当該資料の追加提出及び特定自動運行計画への追記に要する時間
(２) 府令第９条の２２の規定に基づく都道府県知事、道路管理者、学識経験者その他の

公安委員会が必要と認める者への意見聴取が必要なもの
当該意見聴取に要する時間

(３) 特定自動運行の経路が二以上の公安委員会の管轄にわたるもの
他の公安委員会との協議に要する時間  

 

  



改定案 現行 備考 
審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法（５－１５）

根 拠 条 項：第７５条の１６第１項

処 分 の 概 要：特定自動運行計画の変更の許可

原権者（委任先）：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め：道路交通法第７５条の１６第２項において準用する第７５条の
１３（特定自動運行の許可基準等）

（ ）、道路交通法施行規則第９条の２３第１項 変更の許可の申請等
第９条の２３条第２項において準用する第９条の２１第２項（特定
自動運行の許可の申請書の添付書類等 、第９条の２３条第２項に）
おいて準用する第９条の２２（意見聴取）

審 査 基 準：別紙のとおり

標 準 処 理 期 間：別紙のとおり

申 請 先：交通部交通総務課企画調査係

問 合 せ 先：交通部交通総務課企画調査係（０４３－２０１－０１１０）

備 考：

 

（新設）  



改定案 現行 備考 
別紙

審 査 基 準：
（ 「 」特定自動運行計画の変更の許可の申請を受理した千葉県公安委員会 以下 公安委員会

という ）は、当該申請に係る変更後の特定自動運行計画が１から５に掲げる許可基準を。
満たす場合は、許可をしなければならない。

１ 「特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること」
特定自動運行用自動車が自動運行装置（当該自動運行装置を備えている自動車が道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という ）第６２条に規定する整備不。
良車両に該当することとなったとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に
係る使用条件（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４１条第２項に規定す
る条件をいう。以下同じ ）を満たさないこととなったときに、直ちに自動的に安全な。
方法で当該自動車を停止させることができるものであり、このことについて道路運送車
両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）に適合しているものに限る ）を備えて。
いることをいう。

２ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自
動運行装置に係る使用条件を満たすものであること」

特定自動運行計画が、当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を常
に満たした状態で特定自動運行を行うこととしているものであることをいう。

３ 「第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から
第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びに
この法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が
実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること」

特定自動運行計画に従って整備される装置、人員、当該人員に対する教育訓練の要領
等によれば、特定自動運行業務従事者に対する教育や特定自動運行が終了した場合の措
置等、法の規定等により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなけ
ればならない措置を円滑かつ確実に実施することができると考えられることをいう。

４ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行（道路において当該特定自動運行
が終了した場合を含む ）が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められる。
ものであること」

特定自動運行計画に従って特定自動運行を行った場合や、同計画に従って特定自動運
行が終了した場合の措置を講じた場合に、他の交通に著しい支障（社会通念上許容し得
る程度のものにとどまる多少の支障は含まない ）を及ぼすおそれがないと考えられる。
ことをいう。

５ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするも
のであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるもので
あること」

特定自動運行により生じた交通の支障によって影響を受ける地域住民に対し、当該地
域における移動手段の確保等の住民の利便の向上や、医療、介護等の出張サービスの提
供等の住民の福祉の向上をもたらすような事情が認められることをいう。

標 準 処 理 期 間：
４５日
ただし、次のいずれかに掲げる場合は、当該期間に次のそれぞれに定める期間を加えた

期間とする。
(１) 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「府令」という ）第９。

条の２３第２項において準用する府令第９条の２１第２項の規定に基づき、特定自動
運行計画の変更の許可の申請者に対し、審査に必要な資料を提出すること及び特定自
動運行計画に公安委員会が必要と認める事項を定めることを求める必要があるもの

当該資料の追加提出及び特定自動運行計画への追記に要する時間
(２) 府令第９条の２３第２項において準用する府令第９条の２２の規定に基づく都道府

県知事、道路管理者、学識経験者その他の公安委員会が必要と認める者への意見聴取
が必要なもの

当該意見聴取に要する時間
(３) 特定自動運行の経路が二以上の公安委員会の管轄にわたるもの

他の公安委員会との協議に要する時間  

  



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）１６

根 拠 条 項 ：第７７条第１項

処 分 の 概 要 ：道路の使用の許可

原権者（委任先） ：警察署長（高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処

理する警視以上の警察官を含む ）。

法 令 の 定 め ：道路交通法第７７条第２項及び第３項（道路の使用の許可 、第）

７８条（許可の手続）

道路交通法施行規則第１０条（道路使用許可の様式等）

審 査 基 準 ：別紙のとおり

標 準 処 理 期 間 ：別紙のとおり

申 請 先 ：当該行為にかかる場所を管轄する警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先 ：警察署 交通課

備 考 ：

 
別紙 （略） 

審 査 基 準

平成２３年２月２日作成

法 令 名 ： 道路交通法（５－ ）１４

根 拠 条 項 ： 第７７条第１項

処 分 の 概 要 ： 道路の使用の許可

原権者（委任先） ： 警察署長（高速自動車国道等における交通警察に関する事務を

処理する警視以上の警察官を含む ）。

法 令 の 定 め ： 道路交通法第７７条第２項及び第３項（道路の使用の許可 、）

第７８条（許可の手続）

道路交通法施行規則第１０条（道路使用許可の様式等）

審 査 基 準 ： 別紙のとおり

標 準 処 理 期 間 ： 別紙のとおり

申 請 先 ： 当該行為にかかる場所を管轄する警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先 ： 警察署 交通課

備 考 ：

 
別紙 （略） 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）１７

根 拠 条 項 ：第７８条第５項

処 分 の 概 要 ：道路使用許可証の再交付

原権者（委任先） ：警察署長（高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処

理する警視以上の警察官を含む ）。

法 令 の 定 め ：道路交通法施行規則第１２条（道路使用許可証の再交付の申請）

審 査 基 準 ：

標 準 処 理 期 間 ：３日（行政庁の休日は含まない ）。

申 請 先 ：当該行為に係る場所を管轄する警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先 ：警察署 交通課

備 考 ：

 
 

審 査 基 準

平成６年１０月１日作成

法 令 名 ： 道路交通法（５－ ）１５

根 拠 条 項 ： 第７８条第５項

処 分 の 概 要 ： 道路使用許可証の再交付

原権者（委任先） ： 警察署長（高速自動車国道等における交通警察に関する事務を

処理する警視以上の警察官を含む ）。

（ ）法 令 の 定 め ： 道路交通法施行規則第１２条 道路使用許可証の再交付の申請

審 査 基 準 ：

標 準 処 理 期 間 ： ３日（行政庁の休日は含まない ）。

申 請 先 ： 当該行為に係る場所を管轄する警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先 ： 警察署 交通課

備 考 ：

 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）１８

根 拠 条 項 ：第８４条第１項

処 分 の 概 要 ：運転免許（試験により判断する場合以外の場合）

原権者（委任先） ： 公安委員会（免許の保留及び仮免許付与については、千葉千葉県

県警察本部長）

法 令 の 定 め ：道路交通法第８８条（免許の欠格事由 、第９０条第１項、第２）

項及び第１３項（免許の拒否等 、第９０条の２第１項（大型免許）

等を受けようとする者の義務 、第９６条（受験資格 、第９６条の） ）

２（受験資格 、第９６条の３（受験資格））

道路交通法施行令第３２条の７（１９歳 大型免許等を受けるから

第３２条の８（１９歳から中型免許等を受けることができる者 、）

第３３条（免許の拒否又は保留の基準 、第３３ことができる者 、） ）

条の２（免許の拒否又は保留の基準 、第３３条の２の２（免許の）

拒否又は保留の基準 、第３３条の５の２（仮運転免許の拒否の基）

準 、第３３条の （大型免許等を受けようとする者に対する） ５の３

講習を受ける必要がない者 、第３４条（受験資格の特例 、第３４） ）

条の２（受験資格の特例）

審 査 基 準 ：病気等の事由により運転免許の拒否又は保留を行 場合の基準はう

別紙１のとおり。

点数制度等により運転免許の拒否を行う場合は法令の定めを基準

としつつ、別紙２に従い処分の軽減を行う。保留を行う場合の基準

は別紙２のとおり。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日運転免許センター

運転免許センター申 請 先 ：

千葉運転免許センター問 い 合 わ せ 先 ：

０４３－２７４－２０００

○ 運転免許証の交付に関すること

交通部運転免許本部運転免許課

○ 病気や受験資格等に関すること

交通部運転免許本部運転教育課

○ 行政処分に関すること

交通部運転免許本部執行課

備 考 ：

 
別紙１及び２ （略） 

審 査 基 準

令和元年１２月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）１６

根 拠 条 項 ：第８４条第１項

処 分 の 概 要 ：運転免許（試験により判断する場合以外の場合）

原権者（委任先） ： 公安委員会（免許の保留及び仮免許付与については、千千葉県県

葉県警察本部長）

法 令 の 定 め ：道路交通法第８８条（免許の欠格事由 、第９０条第１項、第２）

項及び第１３項（免許の拒否等 、第９０条の２第１項（大型免許）

等を受けようとする者の義務 、第９６条（受験資格 、第９６条の） ）

２（受験資格 、第９６条の３（受験資格））

道路交通法施行令第３２条の７（１９歳 大型自動車免許等を受で

けることができる者 、第３３条（免許の拒否又は保留の基準 、第） ）

３３条の２（免許の拒否又は保留の基準等 、第３３条の２の２（免）

許の拒否又は保留の基準等 、第３３条の５の２（仮運転免許の拒）

否の基準 、第３３条の （大型免許等を受けようとする者に対す） ６

る講習を受ける必要がない者 、第３４条（受験資格の特例 、第３） ）

４条の２（受験資格の特例）

審 査 基 準 ：病気等の事由により運転免許の拒否又は保留を行い場合の基準は

別紙１のとおり。

点数制度等により運転免許の拒否を行う場合は法令の定めを基準

としつつ、別紙２に従い処分の軽減を行う。保留を行う場合の基準

は別紙２のとおり。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日運転免許本部

運転免許本部申 請 先 ：

交通部運転免許本部千葉運転免許センター適性係問 い 合 わ せ 先 ：

０４３－２７４－２０００

備 考 ：

 
別紙１及び２ （略） 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）１９

根 拠 条 項 ：第９４条第２項

処 分 の 概 要 ：免許証の再交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会（免許の保留及び仮免許付与については、千葉

県警察本部長）

法 令 の 定 め ：道路交通法施行規則第２１条（免許証の再交付の申請）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日交通部運転免許本部運転免許課

警察署窓口受理は １４日

交通部運転免許本部運転免許課申 請 先 ：

警察署の交通課窓口

交通部運転免許本部運転免許課問 い 合 わ せ 先 ：

０４３－２７４－２０００

備 考 ：県外からの転入と同時に申請の方は標準処理期間が２１日です。

 
 

審 査 基 準

令和元年１２月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）１７

根 拠 条 項 ：第９４条第２項

処 分 の 概 要 ：免許証の再交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会（免許の保留及び仮免許付与については、千葉

県警察本部長）

法 令 の 定 め ：道路交通法施行規則第２１条（免許証の再交付の申請）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日運転免許本部

警察署窓口受理は １４日

運転免許本部申 請 先 ：

警察署の交通課窓口

交通部運転免許本部千葉運転免許センター適性係問 い 合 わ せ 先 ：

０４３－２７４－２０００

備 考 ：県外からの転入と同時に申請の方は標準処理期間が２１日です。

 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２０

根 拠 条 項 ：第９９条第１項

処 分 の 概 要 ：指定自動車教習所の指定

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９９条（指定自動車教習所の指定 、第９９条の２）

（技能検定員 、第９９条の３（教習指導員））

道路交通法施行令第３５条（指定自動車教習所の指定の基準）

道路交通法施行規則第３２条（コースの種類、形状及び構造の基

準 、第３３条（教習の時間及び方法 、第３４条の３（指定前にお） ）

ける講習の基準 、第３４条の４（指定前における教習を 了した） 修

者に対する技能試験）

技能検定員審査等に関する規則第６条（技能検定員審査に合格し

た者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認

定 、第１４条（教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能）

及び知識がある者と認める者としての認定）

指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第１条（教

習の科目の基準の細目 、第２条（教習時間の基準の細目 、第３条） ）

（教習方法の基準の細目 、第４条（教習方法の基準の細目 、第５） ）

条（指定前における教習の基準の細目）

審 査 基 準 ：指定自動車教習所の指定の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：１４日

交通部運転免許本部運転教育課申 請 先 ：

交通部運転免許本部運転教育課問 い 合 わ せ 先 ：

教習所指導係（電話０４３－２７４－２０００）

備 考 ：

 
別紙 （略） 

審 査 基 準

令和元年１２月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）１８

根 拠 条 項 ：第９９条第１項

処 分 の 概 要 ：指定自動車教習所の指定

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９９条（指定自動車教習所の指定 、第９９条の２）

（技能検定員 、第９９条の３（教習指導員））

道路交通法施行令第３５条（指定自動車教習所の指定の基準）

道路交通法施行規則第３２条（コースの種類、形状及び構造の基

準 、第３３条（教習の時間及び方法 、第３４条の３（指定前にお） ）

ける講習の基準 、第３４条の４（指定前における教習を 了した） 終

者に対する技能試験）

技能検定員審査等に関する規則第６条（技能検定員審査に合格し

た者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認

定 、第１４条（教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能）

及び知識がある者と認める者としての認定）

指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第１条（教

習の科目の基準の細目 、第２条（教習時間の基準の細目 、第３条） ）

（教習方法の基準の細目 、第４条（教習方法の基準の細目 、第５） ）

条（指定前における教習の基準の細目）

審 査 基 準 ：指定自動車教習所の指定の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：１４日

千葉県警察本部交通部運転免許本部免許課申 請 先 ：

交通部運転免許本部免許課問 い 合 わ せ 先 ：

教習所指導係（電話０４３－２７４－２０００）

備 考 ：

 
別紙 （略） 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２１

根 拠 条 項 ：第９９条第１項

処 分 の 概 要 ：指定自動車教習所の指定

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９９条の２第４項（技能検定員）

技能検定員審査等に関する規則第４条（技能検定員審査の審査方

法等 、第６条（技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能）

及び知識を有すると認める者としての認定 、第７条（技能検定員）

資格者証の交付等）

審 査 基 準 ：技能検定員資格者証の交付の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：７日

交通部運転免許本部運転教育課申 請 先 ：

交通部運転免許本部運転教育課問 い 合 わ せ 先 ：

教習所指導係（電話０４３－２７４－２０００）

備 考 ：

 
別紙 （略） 

 

 

 

 

審 査 基 準

令和４年５月１３日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）１９

根 拠 条 項 ：第９９条第１項

処 分 の 概 要 ：指定自動車教習所の指定

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９９条の２第４項（技能検定員）

技能検定員審査等に関する規則第４条（技能検定員審査の審査方

法等 、第６条（技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技）

能及び知識を有すると認める者としての認定 、第７条（技能検）

定員資格者証の交付等）

審 査 基 準 ：技能検定員資格者証の交付の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：７日

千葉県警察本部交通部運転免許本部免許課申 請 先 ：

交通部運転免許本部免許課問 い 合 わ せ 先 ：

教習所指導係（電話０４３－２７４－２０００）

備 考 ：

 
別紙 （略） 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２２

根 拠 条 項 ：第９９条の３第４項

処 分 の 概 要 ：教習指導員資格者証の交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９９条の３第４項（教習指導員）

技能検定員審査等に関する規則第１２条（教習指導員審査の審査

方法等 、第１４条（教習指導員審査に合格した者等と同等以上の）

技能及び知識がある者と認める者としての認定 、第１５条（教習）

指導員資格者証の交付等）

審 査 基 準 ：教習指導員資格者証の交付の基準は、別紙のとおり

標 準 処 理 期 間 ：７日

交通部運転免許本部運転教育課申 請 先 ：

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（電話０４３－２７４－２０００）

備 考 ：

 
別紙 （略） 

 

 

 

 

審 査 基 準

令和４年５月１３日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２０

根 拠 条 項 ：第９９条の３第４項

処 分 の 概 要 ：教習指導員資格者証の交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９９条の３第４項（教習指導員）

技能検定員審査等に関する規則第１２条（教習指導員審査の審査

方法等 、第１４条（教習指導員審査に合格した者等と同等以上）

の技能及び知識がある者と認める者としての認定 、第１５条（教）

習指導員資格者証の交付等）

審 査 基 準 ：教習指導員資格者証の交付の基準は、別紙のとおり

標 準 処 理 期 間 ：７日

千葉県警察本部交通部運転免許本部運転教育課申 請 先 ：

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（電話０４３－２７４－２０００）

備 考 ：

 
別紙 （略） 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２３

根 拠 条 項 ：第１０１条第 項６

処 分 の 概 要 ：免許証の更新（適性検査により判断する場合以外の場合）

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９２条の２第１項（免許証の有効期間 、第１０１）

条第１項（免許証の更新及び定期検査 、第１０１条の２の２第１）

項（更新の申請の特例 、第１０１条の３（更新を受けようとする）

者の義務 、第１０１条の４第１項 （７０歳以上の） から第３項まで

者の特例）

道路交通法施行令第３３条の７（優良運転者及び違反運転者等に

係る基準 、第３７条の６（免許証の更新を受けようとする者に対）

する講習を受ける必要がない者 、第３７条の６の２（免許証の更）

新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者）

道路交通法施行規則第２９条（免許証の更新の申請等）

運転免許に係る講習等に関する規則 第２第１条（講習の基準 、）

（講習の基準）条

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： は １日交通部運転免許本部運転免許課受理

警察署窓口受理は ６０日

交通部運転免許本部運転免許課申 請 先 ：

警察署の交通課窓口（優良運転者講習対象者）

住所地を管轄する警察署の交通課窓口（一般運転者講習対象者並

びに一部地域の違反運転者講習対象者及び初回更新者講習対象者に

限る ）。

運転免許課問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：

 
 

審 査 基 準

平成２３年２月２日作成

法 令 名 ： 道路交通法（５－ ）２１

根 拠 条 項 ： 第１０１条第 項５

処 分 の 概 要 ： 免許証の更新（適性検査により判断する場合以外の場合）

原権者（委任先） ： 千葉県公安委員会

法令の定め ： 道路交通法第９２条の２第１項（免許証の有効期間 、第１０１条第）

１項（免許証の更新及び定期検査 、第１０１条の２の２第１項（更新）

の申請の特例 、第１０１条の３（更新を受けようとする者の義務 、） ）

第１０１条の４第１項 （７０歳以上の者の特例）及び第２項

道路交通法施行令第３３条の７（優良運転者及び違反運転者等に係る

基準 、第３７条の６（免許証の更新を受けようとする者に対する講習）

を受ける必要がない者 、第３７条の６の２（免許証の更新を受けよう）

とする者に対する講習を受ける必要がない者）

道路交通法施行規則第２９条（免許証の更新の申請等）

運転免許に係る講習等に関する規則第２条

審 査 基 準 ：

判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日運転免許本部

警察署窓口受理は ６０日

運転免許本部申 請 先 ：

警察署の交通課窓口（優良運転者講習対象者）

住所地を管轄する警察署の交通課窓口（一般運転者講習対象者

並びに一部地域の違反運転者講習対象者及び初回更新者講習対象

者に限る ）。

交通部運転免許本部千葉運転免許センター問 い 合 わ せ 先 ：

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：

 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２４

根 拠 条 項 ：第１０１条の２第 項４

処 分 の 概 要 ：更新期間前における免許証の更新（適性検査により判断する場合

以外の場合）

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９２条の２第１項（免許証の有効期間 、第１０１）

条の２第１項（免許証の更新の特例 、第１０１条の３（更新を受）

けようとする者の義務 、第１０１条の４第１項 （７） から第３項まで

０歳以上の者の特例）

道路交通法施行令第３３条の７（優良運転者及び違反運転者等に

係る基準 、第３７条の５（免許証の更新の特例）第３７条の６（免）

許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない

者 、第３７条の６の２（免許証の更新を受けようとする者に対す）

る講習を受ける必要がない者）

道路交通法施行規則第２９条（免許証の更新の申請等 、第２９）

条の２（免許証の更新の申請等）

運転免許に係る講習等に関する規則 第２第１条（講習の基準 、）

（講習の基準）条

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日交通部運転免許本部運転免許課

警察署窓口受理は ６０日

交通部運転免許本部運転免許課申 請 先 ：

警察署の交通課窓口（優良運転者講習対象者）

住所地を管轄する警察署の交通課窓口（一般運転者講習対象者並

びに一部地域の違反運転者講習対象者及び初回更新者講習対象者に

限る ）。

運転免許課問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：
 

 

審 査 基 準

平成２３年２月２日作成

法 令 名 ： 道路交通法（５－ ）２２

根 拠 条 項 ： 第１０１条の２第 項３

処 分 の 概 要 ： 更新期間前における免許証の更新（適性検査により判断する場

合以外の場合）

原権者（委任先） ： 千葉県公安委員会

法令の定め ： 道路交通法第９２条の２第１項（免許証の有効期間 、第１０１条の）

２第１項（免許証の更新の特例 、第１０１条の３（更新を受けようと）

する者の義務 、第１０１条の４第１項 （７０歳以上の者の） 及び第２項

特例）

道路交通法施行令第３３条の７（優良運転者及び違反運転者等に係る

基準 、第３７条の５（免許証の更新の特例）第３７条の６（免許証の）

更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者 、第３７）

条の６の２（免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必

要がない者）

道路交通法施行規則第２９条（免許証の更新の申請等 、第２９条の）

２（免許証の更新の申請等）

運転免許に係る講習等に関する規則第２条

審 査 基 準 ：

判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日運転免許本部

警察署窓口受理は ６０日

運転免許本部申 請 先 ：

警察署の交通課窓口（優良運転者講習対象者）

住所地を管轄する警察署の交通課窓口（一般運転者講習対象者

並びに一部地域の違反運転者講習対象者及び初回更新者講習対象

者に限る ）。

交通部運転免許本部千葉運転免許センター問 い 合 わ せ 先 ：

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：
 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２５

根 拠 条 項 ：第１０４条の４第３項

処 分 の 概 要 ：申出による免許の付与

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０４条の４第１項及び第２項（申請による取消

し 、第１０７条第２項（免許証の返納等））

道路交通法施行令第３９条の２の （申請による取消しの際に受３

けることができる免許の種類 、第３９条の２の （申請による取） ４

消しの基準）

道路交通法施行規則第３０条の９（取消しの申請等）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日交通部運転免許本部運転免許課

警察署窓口受理は １４日

交通部運転免許本部運転免許課申 請 先 ：

警察署の交通課窓口

運転免許課問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：県外からの転入と同時に申請の方は標準処理期間が２１日です。
 

 

審 査 基 準

平成２３年２月２日作成

法 令 名 ： 道路交通法（５－ ）２３

根 拠 条 項 ： 第１０４条の４第３項

処 分 の 概 要 ： 申出による免許の付与

原権者（委任先） ： 千葉県公安委員会

法令の定め ： 道路交通法第１０４条の４第１項及び第２項（申請による取消し 、）

第１０７条第２項（免許証の返納等）

道路交通法施行令第３９条の２の （申請による取消しの際に受ける２

ことができる免許の種類 、第３９条の２の （申請による取消しの基） ３

準）

道路交通法施行規 則第３０条の９（取消しの申請等）

審 査 基 準 ：

判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日運転免許本部

警察署窓口受理は １４日

運転免許本部申 請 先 ：

警察署の交通課窓口

交通部運転免許本部千葉運転免許センター問 い 合 わ せ 先 ：

電話０４３－２７４－２０００

。備 考 ： 県外からの転入と同時に申請の方は標準処理期間が２１日です
 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２６

根 拠 条 項 ：第１０４条の４第６項（第１０５条第２項において準用する場合

を含む ）。

処 分 の 概 要 ：運転経歴証明書の交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０４条の４第１項 第２項 第５項 第６項 申、 、 （及び

請による取消し 、第１０５条第２項（免許の失効））

道路交通法施行令第３９条の２の （運転経歴証明書の交付 、５ ）

第３９条の２の （運転経歴証明書の交付）６

道路交通法施行規則第３０条の１０（運転経歴証明書の交付の申

請の手続）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日交通部運転免許本部運転免許課

警察署窓口受理は １４日

交通部運転免許本部運転免許課申 請 先 ：

警察署の交通課窓口

運転免許課問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：県外で申請取消しした方や県外住所のまま失効した方は、標準処

理期間が２１日です。

 
 

 

 

 

審 査 基 準

令和元年１２月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２４

根 拠 条 項 ：第１０４条の４第６項（第１０５条第２項において準用する場合

を含む ）。

処 分 の 概 要 ：運転経歴証明書の交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０４条の４第１項、第２項、第５項 第６項（申、

請による取消し 、道路交通法第１０５条第２項（免許の失効 、道） ）

路交通法施行令第３９条の２の （運転経歴証明書の交付 、第３４ ）

９条の２の （運転経歴証明書の交付 、５ ）

道路交通法施行規則第３０条の１０（運転経歴証明書の交付の申

請の手続）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： 受理は １日運転免許本部

警察署窓口受理は １４日

運転免許本部申 請 先 ：

警察署の交通課窓口

交通部運転免許本部千葉運転免許センター問 い 合 わ せ 先 ：

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：県外で申請取消しした方や県外住所のまま失効した方は、標準処

理期間が２１日です。

 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２７

根 拠 条 項 ：第１０７条の７第３項

処 分 の 概 要 ：国外運転免許証の交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０７条の７第１項及び第２項（国外運転免許証の

交付）

道路交通法施行規則第３７条の８（国外運転免許証の交付 、第）

３７条の９（国外運転免許証交付申請書 、第３７条の１０（国外）

運転免許証で運転することができる自動車等の指定）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ：１日

交通部運転免許本部運転免許課申 請 先 ：

交通部運転免許本部運転免許課問 い 合 わ せ 先 ：

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：
 

 

審 査 基 準

平成２３年２月２日作成

法 令 名 ： 道路交通法（５－ ）２５

根 拠 条 項 ： 第１０７条の７第３項

処 分 の 概 要 ： 国外運転免許証の交付

原権者（委任先） ： 千葉県公安委員会

法令の定め ： 道路交通法第１０７条の７第１項及び第２項（国外運転免許証の交

付）

道路交通法施行規則第３７条の８（国外運転免許証の交付 、第３７）

条の９（国外運転免許証交付申請書 、第３７条の１０（国外運転免許）

証で運転することができる自動車等の指定）

審 査 基 準 ：

判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ： １日

運転免許本部申 請 先 ：

交通部運転免許本部千葉運転免許センター問 い 合 わ せ 先 ：

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：
 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２８

根 拠 条 項 ：第１０８条の４第１項

処 分 の 概 要 ：指定講習機関の指定

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０８条の４第１項、第２項及び第３項（指定講習

機関）

指定講習機関に関する規則第１条（指定講習機関の指定 、第２）

条（指定の申請 、第５条（運転適性指導員 、第６条（取消処分者） ）

講習を行う指定講習機関の基準 、第７条（運転習熟指導員 、第８） ）

、第８条の２（若条（初心運転者講習を行う指定講習機関の基準）

年運転者講習を行う指定講習機関の基準）

審 査 基 準 ：指定講習機関の指定の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：１４日

交通部運転免許本部運転教育課申 請 先 ：

交通部運転免許本部運転教育課問 い 合 わ せ 先 ：

初心運転者講習係・取消処分者講習係

（０４３－２７４－２０００）

備 考 ：

 
 

 

 

 

 

審 査 基 準

令和元年１２月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－ ）２６

根 拠 条 項 ：第１０８条の４第１項

処 分 の 概 要 ：指定講習機関の指定

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０８条の４第１項、第２項及び第３項（指定講習

機関）

指定講習機関に関する規則第１条（指定講習機関の指定 、第２）

条（指定の申請 、第５条（運転適性指導員 、第６条（取消処分者） ）

講習を行う指定講習機関の基準 、第７条（運転習熟指導員 、第８） ）

条（初心運転者講習を行う指定講習機関の基準）

審 査 基 準 ：指定講習機関の指定の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：１４日

千葉県警察本部交通部運転免許本部免許課申 請 先 ：

交通部運転免許本部免許課問 い 合 わ せ 先 ：

初心運転者講習係・取消処分者講習係

（０４３－２７４－２０００）

備 考 ：

 
 

 

 



改定案 現行 備考 

別紙

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という ）は、道路交通法（以下「法」という ）第。 。

条の４第１項各号に掲げる講習ごとに、同項各号に定める要件に該当すると認められるも１０８

の を指定講習機関として指定する。

１ 法第 条の２第１項第２号に掲げる講習（以下「取消処分者講習」という ）１０８ 。

(1) 運転適性指導員関係

取消処分者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転適性指導員の要件について

は、指定講習機関に関する規則（以下「規則」という ）第５条に規定されているが、このう。

ち、同条第４号の「運転適性指導に従事した経験の期間が３年以上の者」とは、自動車等の運

転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導に３年以上従事した者を 同条第５号の 国、 「

家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習」とは、物的、人

的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の過程で国家公安委員会が指定す

るもの（自動車安全運転センターが実施する「新任運転適性指導員研修 ）をいう。」

、 「 」 、また 同号の 公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査 とは

別添１に掲げる審査要領により行うものとする。

(2) 指定の基準関係

取消処分者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第６条に規定されているが、同条

第１号に掲げる運転適性指導員は、専ら取消処分者講習に従事する者である必要はなく、教習

業務その他の業務に従事している場合であっても、取消処分者講習を適正かつ確実に行い得れ

ばよい。同条第２号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。

、 「 」 、また 同条第３号の 取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎 とは

指定講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるよう

な一定の経理的基盤をいう。

２ 法第 条の２第１項第 号に掲げる講習（以下「初心運転者講習」という ）１０８ １０ 。

(1) 運転習熟指導員関係

初心運転者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転習熟指導員の要件について

は、規則第７条に規定されているが、このうち、同条第５号の「公安委員会が行う運転習熟指

導についての技能及び知識に関する審査」は、従事することとなる初心運転者講習の種類（準

中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許（原付免許を含む ）ごとに、別添２の左。）

欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の右欄に掲

げる審査方法等により行うものとする。審査を受けようとする者が過去６か月以内に審査細目

の一部に合格している場合は、合格に係る審査細目を免除するものとする。

また 「国家公安委員会が指定する運転習熟指導についての技能及び知識に関する講習」と、

は、物的、人的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の過程で国家公安委

員会が指定するもの（自動車安全運転センターが実施する「新任運転習熟指導員研修」）をいう。

(2) 指定の基準関係

初心運転者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第８条に規定されているが、同条

第１号に掲げる運転習熟指導員は、専ら初心運転者講習に従事する者である必要はなく、教習

業務その他の業務に従事している場合であっても、初心運転者講習を適正かつ確実に行い得れ

ばよい。同条第２号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。

同条第３号の「初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎」とは、指定

講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるような一

定の経理的基盤をいう。  
 

 

別紙

10都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という ）は、道路交通法（以下「法」という ）第。 。

条の４第１項各号に掲げる講習ごとに、同項各号に定める要件に該当すると認められるものを指8

定講習機関として指定する。

１ 法第 条の２第１項第２号に掲げる講習（以下「取消処分者講習」という ）108 。

(1) 運転適性指導員関係

取消処分者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転適性指導員の要件について

は、指定講習機関に関する規則（以下「規則」という ）第５条に規定されているが、このう。

ち、同条第４号の「運転適性指導に従事した経験の期間が３年以上の者」とは、自動車等の運

転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導に３年以上従事した者を 同条第５号の 国、 「

家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習」とは、物的、人

的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の過程で国家公安委員会が指定す

るもの（自動車安全運転センターが実施する「新任運転適性指導員研修 ）をいう。」

、 「 」 、また 同号の 公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査 とは

別添１に掲げる審査要領により行うものとする。

(2) 指定の基準関係

取消処分者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第６条に規定されているが、同条

第１号に掲げる運転適性指導員は、専ら取消処分者講習に従事する者である必要はなく、教習

業務その他の業務に従事している場合であっても、取消処分者講習を適正かつ確実に行い得れ

ばよい。同条第２号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。

、 「 」 、また 同条第３号の 取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎 とは

指定講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるよう

な一定の経理的基盤をいう。

２ 法第 条の２第１項第 号に掲げる講習（以下「初心運転者講習」という ）108 10 。

(1) 運転習熟指導員関係

初心運転者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転習熟指導員の要件について

は、規則第７条に規定されているが、このうち、同条第５号の「公安委員会が行う運転習熟指

導についての技能及び知識に関する審査」は、従事することとなる初心運転者講習の種類（準

中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許（原付免許を含む ）ごとに、別添２の左。）

欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の右欄に掲

げる審査方法等により行うものとする。審査を受けようとする者が過去６か月以内に審査細目

の一部に合格している場合は、合格に係る審査細目を免除するものとする。

また 「国家公安委員会が指定する運転習熟指導についての技能及び知識に関する講習」と、

は、物的、人的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の過程で国家公安委

員会が指定するもの（自動車安全運転センターが実施する「新任運転習熟指導員研修」）をいう。

(2) 指定の基準関係

初心運転者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第８条に規定されているが、同条

第１号に掲げる運転習熟指導員は、専ら初心運転者講習に従事する者である必要はなく、教習

業務その他の業務に従事している場合であっても、初心運転者講習を適正かつ確実に行い得れ

ばよい。同条第２号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。

同条第３号の「初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎」とは、指定

講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるような一

定の経理的基盤をいう。
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３ 法第１０８条の２第１項第１４号に掲げる講習（以下「若年運転者講習」という ）。

(1) 運転適性指導員関係

若年運転者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転適性指導員の要件について

は、指定講習機関に関する規則（以下「規則」という ）第５条に規定されているが、このう。

ち、同第４号の「運転適性指導に従事した経験の期間が３年以上の者」とは、自動車等の運転

に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導に３年以上従事した者を、同条第５号の「国

家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習」とは、物的、人

的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の過程で国家公安委員会が指定す

るもの（自動車安全運転センターが実施する「新任運転適性指導員研修 ）をいう。」

、 「 」 、また 同号の 公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査 とは

別添１に掲げる審査要領により行うものとする。

(2) 指定の基準関係

若年運転者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第８条の２に規定されているが、

同条第１号に掲げる運転適性指導員は、専ら若年運転者講習に従事する者である必要はなく、

教習業務その他の業務に従事している場合であっても、若年運転者講習を適正かつ確実に行い

得ればよい。同条第２号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。

、 「 」 、また 同条第３号の 若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎 とは

指定講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるよう

な一定の経理的基盤をいう。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設）  
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別添１

１ 審査等の方針

（以下「講習」という ）を行う指定講習機取消処分者講習又は若年運転者講習 。

関（以下単に「指定講習機関」という ）については、道路交通法第１０８条の４。

の規定により、規則第５条各号の要件に該当する運転適性第１項第１号又は第３号

指導員（以下単に「指導員」という ）が置かれていることが指定の要件となって。

おり、同条第５号において、公安委員会が行う審査に合格した者又は国家公安委員

会が指定する講習を終了した者であることが指導員の要件として定められている。

指定講習機関については、運転適性指導の内容の専門性、全国的な平準化の必要

性等に鑑み 国家公安委員会が指定した講習 自動車安全運転センターにおける 新、 （ 「

任運転適性指導員研修」又は「取消処分者講習指導員（一般）研修 ）を終了した」

者を指導員として置くことを原則として、指導員の育成を推進していくこととする

が、公安委員会が行う指導員の審査については、以下の要領に基づき実施するもの

とする。

２ 審査要領

(1) 審査対象

運転適性指導の内容の特殊性等に鑑み、審査は、原則として、次の各号のいず

れかに該当する者を対象として行うものとする。

３１ア 「性格等に関する運転適性検査の積極的な活用について（通達 （平成）」

年３月 日付け警察庁丙運発第 号ほか）に基づく運転適性検査・指導者２７ １１

資格者証の交付を受け、講習の講習指導員として従事した経験のある者（従事

、 。）した期間が通算３年以上で 従事した期間から５年を経過していない者に限る

イ 停止処分者講習等の講習指導員として従事した経験のある者（従事した期間

が通算５年以上で、従事した期間から５年を経過していない者に限る ）で、。

新任運転適性指導員研修又は取消処分者講習指導員（一般）研修と同程度の研

修を受け、運転適性指導についての十分な技能及び知識があると認められる者

(2) 審査方法

書面審査、実技審査及び面接審査を実施する。

ア 書面審査

書面により、審査対象としての適格性について、講習指導員として従事した

経験等の審査を行う。

イ 実技審査

実技により、運転適性検査器材による検査、二輪車及び四輪車の実車による

検査、運転シミュレーター操作による検査等運転適性指導に関する技能につい

て、指導員としての適性の審査を行う。

ウ 面接審査

面接により、人格、識見並びに運転適性指導に関する専門的知識及び指導能

力について、指導員としての適性の審査を行う。

(3) 合格の判定  
 

 

別添１

１ 審査等の方針

（以下「講習」という ）を行う指定講習機関（以下単に「指定講取消処分者講習 。

習機関」という ）については、道路交通法第１０８条の４ の規定によ。 第１項第１号

、 （ 「 」 。）り 規則第５条各号の要件に該当する運転適性指導員 以下単に 指導員 という

が置かれていることが指定の要件となっており、同条第５号において、公安委員会が

行う審査に合格した者又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者であることが

指導員の要件として定められている。

指定講習機関については、運転適性指導の内容の専門性、全国的な平準化の必要性

等に鑑み、国家公安委員会が指定した講習（自動車安全運転センターにおける「新任

運転適性指導員研修」又は「取消処分者講習指導員（一般）研修 ）を終了した者を」

指導員として置くことを原則として、指導員の育成を推進していくこととするが、公

安委員会が行う指導員の審査については、以下の要領に基づき実施するものとする。

２ 審査要領

(1) 審査対象

運転適性指導の内容の特殊性等に鑑み、審査は、原則として、次の各号のいずれ

かに該当する者を対象として行うものとする。

ア 「性格等に関する運転適性検査の積極的な活用について（通達 （平成 年３）」 31

月 日付け警察庁丙運発第 号ほか）に基づく運転適性検査・指導者資格者証の27 11

交付を受け、講習の講習指導員として従事した経験のある者（従事した期間が通

算３年以上で、従事した期間から５年を経過していない者に限る ）。

イ 停止処分者講習等の講習指導員として従事した経験のある者（従事した期間が

通算５年以上で、従事した期間から５年を経過していない者に限る ）で、新任運。

（ ） 、転適性指導員研修又は取消処分者講習指導員 一般 研修と同程度の研修を受け

運転適性指導についての十分な技能及び知識があると認められる者

(2) 審査方法

書面審査、実技審査及び面接審査を実施する。

ア 書面審査

書面により、審査対象としての適格性について、講習指導員として従事した経

験等の審査を行う。

イ 実技審査

実技により、運転適性検査器材による検査、二輪車及び四輪車の実車による検

査、運転シミュレーター操作による検査等運転適性指導に関する技能について、

指導員としての適性の審査を行う。

ウ 面接審査

面接により、人格、識見並びに運転適性指導に関する専門的知識及び指導能力

について、指導員としての適性の審査を行う。

(3) 合格の判定

(2)の審査により、公安委員会が、指導員として十分な技能及び知識を有すると  
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(2)の審査により、公安委員会が、指導員として十分な技能及び知識を有する

と認めた者を合格とする。

(4) 合格証書の交付

審査に合格した者に対しては、別記様式の「運転適性指導員審査合格証書」を

交付するとともに、合格者名簿等に合格者の氏名等を記載しておく。

３ 審査実施上の留意事項等

(1) 計画的な審査

審査を受けようとする人員数や時期について必要な情報を把握した上で、年間

計画を策定するなどして計画的な審査を実施し、指導員の数が不足すること等の

ないよう努めること。

(2) 審査の申請

審査の申請は、原則として指定講習機関又は指定講習機関の指定を受けようと

する者を通じて、公安委員会が定める書式により行うように指導すること。

(3) 合格者に対する教養

、 、 。審査の合格者に対しては 講習の現状 内容等について必要な教養を行うこと

特に、講習指導員として従事した期間から３年以上経過している合格者に対し

ては 「新任運転適性指導員研修の終了者等に対する実務実習等について （平成、 」

年 月 日警察庁丁運発第 号）に基づき実務実習を行うこと。３１ ３ ２２ ５５

なお、若年運転者講習に限って従事する運転適性指導員は、上記実務実習を受

ける必要はない。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認めた者を合格とする。

(4) 合格証書の交付

審査に合格した者に対しては、別記様式の「運転適性指導員審査合格証書」を交

付するとともに、合格者名簿等に合格者の氏名等を記載しておく。

３ 審査実施上の留意事項等

(1) 計画的な審査

審査を受けようとする人員数や時期について必要な情報を把握した上で、年間計

画を策定するなどして計画的な審査を実施し、指導員の数が不足すること等のない

よう努めること。

(2) 審査の申請

審査の申請は、原則として指定講習機関又は指定講習機関の指定を受けようとす

る者を通じて、公安委員会が定める書式により行うように指導すること。

(3) 合格者に対する教養

審査の合格者に対しては、講習の現状、内容等について必要な教養を行うこと。

特に、講習指導員として従事した期間から３年以上経過している合格者に対して

は 「新任運転適性指導員研修の終了者等に対する実務実習等について （平成 年、 」 31

３月 日警察庁丁運発第 号）に基づき実務実習を行うこと。22 55

 

 



改定案 現行 備考 

別記様式

適第 号

運転適性指導員審査合格証書

住 所

氏 名

年 月 日生

上記の者は、指定講習機関に関する規則第５条第５号に

規定する都道府県公安委員会が行う運転適性指導につい

ての技能及び知識に関する審査に合格した者であること

を証する。

年 月 日

公安委員会 印

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

 
 

 

 

 

別記様式

適第 号

運転適性指導員審査合格証書

住 所

氏 名

年 月 日生

上記の者は、指定講習機関に関する規則第５条第５号に

規定する都道府県公安委員会が行う運転適性指導につい

ての技能及び知識に関する審査に合格した者であること

を証する。

年 月 日

公安委員会 印

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

 

 



改定案 現行 備考 
別添２

運 転 習 熟 指 導 員 審 査 基 準

審査項目 審査細目 内容 審査方法等

運転習熟指導 １ 自動車の運転演習 受講者の運転演習に対し 「車両を技術的に正し 実技試験により行う、

についての技能 に関する観察力及び く正確に操作するいわゆる車両の熟知（制御）能 ものとし、その合格基準

指導要領 力 「さまざまな交通状況や道路標識等に対する は、90パーセント以上の」、

注意力及び法令遵守能力 「歩行者や自転車等他 成績であること。」、

の弱い立場の通行者に対する協力的な行動能力」

及び「危険な交通状況時や対向車がいるときの追

越し、側方通過時等の安全運転判断能力」

等について観察し、的確な矯正等の指導ができる

能力を有するかどうかについて審査する。

２ 危険回避に関する 運転中の危険予知、危険判断についての理解が

技能 でき、必要な緊急制動、緊急回避及びバランス走

行（自動二輪車）の技能を有するかどうかについ

て審査する。

運転習熟指導 １ 自動車工学に関す 自動車の特性とその限界、ブレーキ性能及びタ 論文式、択一式、補

についての知識 る基礎的知識 イヤ性能等自動車工学に関する基礎的な知識を有 完式又は正誤式の筆記試

するかどうかについて審査する。 験により行うものとし、

その合格基準は、それぞ

れ パーセント以上の90

成績であること。

２ 集団討論技能に関 集団討論の目的、展開の仕方及び指導要領の 面接試験又は論文式の

する知識 知識を有するかどうかについて審査する。 筆記試験により行うもの

とし、その合格基準は、

３ 道路交通の場にお ( ) 道路交通の実態に応じた各種交通場面を模擬 それぞれ パーセント1 90

ける潜在的危険に対 （シミュレーション）し、かつ、各場面に潜在 以上の成績であること。

応した安全運転に関 する危険の予知・判断及び措置の知識を有する

する知識 かどうかについて審査する。

( ) 安全運転を実践できる態度（安全マインド）2

を身に付けさせる指導能力及び運転中における

気配り、運転マナー等の指導能力を有するかど

うかについて審査する。

備考

( ) 試験問題の出題数及び所要時間は、正誤式にあっては、おおむね５０問・３０分、択一式及び補1

完式にあっては、おおむね２０問・４０分、論文式にあっては、問題の内容程度にもよるが、６０

分の範囲で回答できる程度の数とすること。

( ) 審査の方法については、正誤式と択一式、論文式と正誤式、択一式と論文式というように併合に2

よることもできるものとする。  
 

 

 

 

別添２

運 転 習 熟 指 導 員 審 査 基 準

審査項目 審査細目 内容 審査方法等

運転習熟指導 １ 自動車の運転演習 受講者の運転演習に対し 「車両を技術的に正し 実技試験により行う、

についての技能 に関する観察力及び く正確に操作するいわゆる車両の熟知（制御）能 ものとし、その合格基準

指導要領 力 「さまざまな交通状況や道路標識等に対する は、 パーセント以上」、 90

注意力及び法令遵守能力 「歩行者や自転車等他 の成績であること。」、

の弱い立場の通行者に対する協力的な行動能力」

及び「危険な交通状況時や対向車がいるときの追

越し、側方通過時等の安全運転判断能力」

等について観察し、的確な矯正等の指導ができる

能力を有するかどうかについて審査する。

２ 危険回避に関する 運転中の危険予知、危険判断についての理解が

技能 でき、必要な緊急制動、緊急回避及びバランス走

行（自動二輪車）の技能を有するかどうかについ

て審査する。

運転習熟指導 １ 自動車工学に関す 自動車の特性とその限界、ブレーキ性能及びタ 論文式、択一式、補

についての知識 る基礎的知識 イヤ性能等自動車工学に関する基礎的な知識を有 完式又は正誤式の筆記試

するかどうかについて審査する。 験により行うものとし、

その合格基準は、それぞ

れ パーセント以上の90

成績であること。

２ 集団討論技能に関 集団討論の目的、展開の仕方及び指導要領の 面接試験又は論文式の

する知識 知識を有するかどうかについて審査する。 筆記試験により行うもの

とし、その合格基準は、

３ 道路交通の場にお ( ) 道路交通の実態に応じた各種交通場面を模擬 それぞれ パーセント1 90

ける潜在的危険に対 （シミュレーション）し、かつ、各場面に潜在 以上の成績であること。

応した安全運転に関 する危険の予知・判断及び措置の知識を有する

する知識 かどうかについて審査する。

( ) 安全運転を実践できる態度（安全マインド）2

を身に付けさせる指導能力及び運転中における

気配り、運転マナー等の指導能力を有するかど

うかについて審査する。

備考

( ) 試験問題の出題数及び所要時間は、正誤式にあっては、おおむね５０問・３０分、択一式及び補1

完式にあっては、おおむね２０問・４０分、論文式にあっては、問題の内容程度にもよるが、６０

分の範囲で回答できる程度の数とすること。

( ) 審査の方法については、正誤式と択一式、論文式と正誤式、択一式と論文式というように併合に2

よることもできるものとする。  

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法（５－ ）２９

根 拠 条 項：第１０８条の３２の２第１項

処 分 の 概 要：運転免許取得者等教育の認定

原権者（委任先 ：千葉県公安委員会）

法 令 の 定 め：道路交通法第１０８条の３２の２第１項（運転免許取得者等教

育の認定）

運転免許取得者等教育の認定に関する規則第１条（課程の区

分 、第２条（運転免許取得者等教育指導員 、第３条（設備 、） ） ）

第４条（課程の基準）及び第５条（認定の申請）

審 査 基 準：運転免許取得者等教育の認定の基準は、別紙１及び別紙２のと

おり。

標 準 処 理 期 間：１４日

交通部運転免許本部運転教育課申 請 先：

問 い 合 わ せ 先：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（０４３－２７４－２０００）

備 考：

 
別紙１及び２ （略） 

 

 

 

審 査 基 準

令和４年 ５月 １３日作成

法 令 名：道路交通法（５－ ）２７

根 拠 条 項：第１０８条の３２の２第１項

処 分 の 概 要：運転免許取得者等教育の認定

原権者（委任先 ：千葉県公安委員会）

法 令 の 定 め：道路交通法第１０８条の３２の２第１項（運転免許取得者等教

育の認定）

運転免許取得者等教育の認定に関する規則第１条（課程の区

）、 （ ）、 （ ）、分 第２条 運転免許取得者等教育指導員 第３条 設備

第４条（課程の基準）及び第５条（認定の申請）

審 査 基 準：運転免許取得者等教育の認定の基準は、別紙１及び別紙２のと

おり。

標 準 処 理 期 間：１４日

千葉県運転免許本部運転教育課申 請 先：

問 い 合 わ せ 先：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（０４３－２７４－２０００）

備 考：

 
別紙１及び２ （略） 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法（５－ ）３０

根 拠 条 項：第１０８条の３２の３第１項

処 分 の 概 要：運転免許取得者等検査の認定

原権者（委任先 ：千葉県公安委員会）

法 令 の 定 め：道路交通法第１０８条の３２の３第１項（運転免許取得者等検査

の認定）

運転免許取得者等検査の認定に関する規則第１条（方法の区分 、）

第２条（運転免許取得者等検査員 、第３条（設備 、第４条（方法） ）

の基準）及び第６条（認定の申請）

審 査 基 準：運転免許取得者等検査の認定の基準は、別紙１及び別紙２のとお

り。

標 準 処 理 期 間：１４日

交通部運転免許本部運転教育課申 請 先：

問 い 合 わ せ 先：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（０４３－２７４－２０００）

備 考：

 
別紙１及び２ （略） 

 

 

審 査 基 準

令和４年 ５月 １３日作成

法 令 名：道路交通法（５－ ）２８

根 拠 条 項：第１０８条の３２の３第１項

処 分 の 概 要：運転免許取得者等検査の認定

原権者（委任先 ：千葉県公安委員会）

法 令 の 定 め：道路交通法第１０８条の３２の３第１項（運転免許取得者等検査

の認定）

運転免許取得者等検査の認定に関する規則第１条（方法の区分 、）

第２条（運転免許取得者等検査員 、第３条（設備 、第４条（方） ）

法の基準）及び第６条（認定の申請）

審 査 基 準：運転免許取得者等検査の認定の基準は、別紙１及び別紙２のとお

り。

標 準 処 理 期 間：１４日

千葉県警察本部交通部運転免許本部運転教育課申 請 先：

問 い 合 わ せ 先：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（０４３－２７４－２０００）

備 考：

 
別紙１及び２ （略） 

 

 

 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準
令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法施行規則（１３－１）

根 拠 条 項：第１条第２項第１号

処 分 の 概 要： の確認乳母車

原権者（委任先）：警察署長

法 令 の 定 め：

審 査 基 準：
乳母車道路交通法施行規則第１条第２項第１号に基づく確認に当たっては、申請に係る

の特定の方法による通行について、以下の事項を勘案して審査するものとする。
① 通行の経路が特定されていること。
② 申請に係る の大きさに照らして、おおむね当該経路（歩道等）が十分な幅員乳母車

を有しているなど、他の歩行者の通行を妨げるおそれがあるとまでは言えないこと。
③ 特定した経路中に見通しの悪い交差点等がある場合において、他の歩行者との衝突

等の危険を防ぐための適切な安全措置（ の前方に成人を配置し、歩行者に注意乳母車
しながら通行するなど）がとられていること。

④ その他、特定した経路、通行方法等について他の歩行者の通行を妨げると認められ
る特段の事情がないこと。

なお、上記検討を行うに当たっては、主な使用時間帯における当該経路の交通量を考慮
するものとする。

標 準 処 理 期 間：
５日（行政庁の休日は含まない。ただし、２以上の警察署の管轄にわたる場合は、７日

とする ）。

申 請 先：住所地を管轄する警察署の交通課

問 い 合 わ せ 先：警察署交通課

備 考：

 
 

審 査 基 準
令和元年１２月１日作成

法 令 名：道路交通法施行規則（１３－１）

根 拠 条 項：第１条第２項第１号

処 分 の 概 要： の確認小児用の車

原権者（委任先 ：警察署長）

法 令 の 定 め：

審 査 基 準：
小児用道路交通法施行規則第１条第２項第１号に基づく確認に当たっては、申請に係る

の特定の方法による通行について、以下の事項を勘案して審査するものとする。の車
① 通行の経路が特定されていること。
② 申請に係る の大きさに照らして、おおむね当該経路（歩道等）が十分な小児用の車

幅員を有しているなど、他の歩行者の通行を妨げるおそれがあるとまでは言えないこ
と。

③ 特定した経路中に見通しの悪い交差点等がある場合において、他の歩行者との衝突
等の危険を防ぐための適切な安全措置（ の前方に成人を配置し、歩行者に小児用の車
注意しながら通行するなど）がとられていること。

④ その他、特定した経路、通行方法等について他の歩行者の通行を妨げると認められ
る特段の事情がないこと。

なお、上記検討を行うに当たっては、主な使用時間帯における当該経路の交通量を考慮
するものとする。

標 準 処 理 期 間：
５日（行政庁の休日は含まない。ただし、２以上の警察署の管轄にわたる場合は、７日

とする ）。

申 請 先：住所地を管轄する警察署の交通課

問 い 合 わ せ 先：警察署交通課

備 考：

 
 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準
令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法施行規則（１３－２）

根 拠 条 項：第１条の 第２項５

処 分 の 概 要： の確認身体障害者用の車

原権者（委任先）：警察署長

法 令 の 定 め：

審 査 基 準：

警察署長の確認が行われることとなる具体的例は、

身体障害者用の車○ 身体の障害により下肢が曲がらないため、それを支える器具を
に取り付ける必要が生じ、結果として長さの基準を超えてしまった場合

○ 頸椎に障害があり、頭部を支えるための枕を に取り付ける必要身体障害者用の車
が生じ、結果として高さの基準を超えてしまった場合

○ 一方の下肢は身体の障害により動かすことはできないが、他方の下肢は動かすこ
とはできる。その下肢を退化させないために長さの基準を超える足漕ぎ式人力併用
型の を使用する場合。身体障害者用の車

などである。

標 準 処 理 期 間：５日（行政庁の休日は含まない ）。

申 請 先：住所地を管轄する警察署の交通課

問 い 合 わ せ 先：警察署交通課

備 考：

 
 

審 査 基 準
平成１１年２月１８日作成

法 令 名：道路交通法施行規則（１３－２）

根 拠 条 項：第１条の 第２項４

処 分 の 概 要： の確認車いす

原権者（委任先 ：警察署長）

法 令 の 定 め：

審 査 基 準：

警察署長の確認が行われることとなる具体的例は、

○ 身体の障害により下肢が曲がらないため、それを支える器具を に取り付け車いす
る必要が生じ、結果として長さの基準を超えてしまった場合

○ 頸椎に障害があり、頭部を支えるための枕を に取り付ける必要が生じ、結車いす
果として高さの基準を超えてしまった場合

○ 一方の下肢は身体の障害により動かすことはできないが、他方の下肢は動かすこ
とはできる。その下肢を退化させないために長さの基準を超える足漕ぎ式人力併用
型の を使用する場合。車いす

などである。

標 準 処 理 期 間：５日（行政庁の休日は含まない ）。

申 請 先：住所地を管轄する警察署の交通課

問 い 合 わ せ 先：警察署交通課

備 考：

 
 



改定案 現行 備考 

審 査 基 準
令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法施行規則（１３－ ）３

根 拠 条 項：第 条の 第１項３０ １３

処 分 の 概 要：運転経歴証明書の再交付

原権者（委任先）：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め：道路交通法施行規則第 条の 第２項（運転経歴証明書の再交付３０ １３
の申請）

審 査 基 準：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間： 受理は １日交通部運転免許本部運転免許課
警察署窓口受理は １４日

交通部運転免許本部運転免許課申 請 先：
警察署の交通課窓口

交通部運転免許本部運転免許課問 い 合 わ せ 先：
電話０４３－２７４－２０００

備 考：県外からの転入と同時に申請の方は標準処理期間が２１日です。

 

審 査 基 準
令和元年１２月１日作成

法 令 名：道路交通法施行規則（１３－ ）０３

根 拠 条 項：第 条の 第１項30 13

処 分 の 概 要：運転経歴証明書の再交付

原権者（委任先）：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め：道路交通法施行規則第 条の 第２項（運転経歴証明書の再交付の申30 13
請）

審 査 基 準：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間： 受理は １日運転免許本部
警察署窓口受理は １４日

運転免許本部申 請 先：
警察署の交通課窓口

交通部運転免許本部千葉運転免許センター問 い 合 わ せ 先：
電話０４３－２７４－２０００

備 考：県外からの転入と同時に申請の方は標準処理期間が２１日です。

 

   



 


